
№ 項　　目 基準値

1  指標菌（芽胞菌（井戸水））  検出されないこと

№ 項　　目 基準値

1  一般細菌
 1mlの検水で形成される
 集落数が100以下

2  大腸菌  検出されないこと

　＊この検査項目は、細菌による食中毒などが心配される場合に追加して検査を
　　してください。

１．飲用水水質検査・再検査

　＊この検査は、当初の検査において不適合となった項目、又は飲用水の採水に
　　不備があった場合などの際に再度検査を行うものです。

１．飲用水水質検査・追加項目


